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Ｈ２３年３月１１日
東日本大震災発生後の取組

６－(１) これまでの防災対策６.防 災

◆津波浸水予測地域の津波避難対策を強化推進

✓津波避難ビル（６２施設）・津波避難協力ビル（９施設）の指定
✓（仮称）香良洲高台防災公園構想の決定
✓津波避難計画作成・災害時要援護者対策モデル事業（６地区）等

◆ 災害対応力を一層高めるため、津市地域防災計画をより実践的な計画へ改訂
✓地域防災計画の修正（６８０項目）
✓自主防災活動活性化交付金の創設
✓小学校（５３校）、中学校（２０校）への備蓄品配備
✓緊急避難を知らせるサイレン放送の活用や波瀬川の避難基準の見直し等

Ｈ２４・２５年度の主な取組
災害対応力強化集中年間

※２年間で約１２億円の予算措置
緊急防災・減災事業債など、有利な財源を活用

◆各種計画の策定・見直し

✓津市地域防災計画の見直し
✓津市業務継続計画の策定・見直し
✓令和６年能登半島地震等の教訓を基に、災害時受援計画
の大幅修正

◆避難場所や物資拠点等の整備

✓防災物流施設等の整備
✓拠点福祉避難所の整備

◆ハザードマップの作成

✓高潮、中小河川洪水、内水ハザードマップの作成

◆住民及び自主防災組織等への支援

✓家具等転倒防止対策の推進
✓地域防災力強化推進補助金

防災対策を
最優先課題に！

R７年度の主な取組

Ｈ２６からR６年度の主な取組

◆津市地域防災計画に「津波対策編」を策定

◆津波避難ビル制度創設

◆外部階段、転落防止柵設置

◆海岸堤防の整備

◆福祉避難所に関する協定締結

◆指定避難所等における災害対策用備蓄品の拡充
✓大規模災害に備えて、津市備蓄計画に基づき備蓄品の更新、追加整備

引き続き
防災対策を充実！

◆指定避難所等における災害対策用備蓄品整備事業（１０，３７７千円）
✓大規模災害に備えて、津市備蓄計画に基づき、既存備蓄品を更新

◆地域防災力強化推進事業（１７，０００千円）
✓自主防災組織の活性化、また地域防災力を向上させるため、防災資
機材等に要する経費を支援

◆令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨への取組

✓令和６年１月１日に発生した能登半島地震及び令和６年９月に発生した奥能登豪雨に
おける被災地支援活動

◆ハザードマップ作成（内水）
◆津市登録型メール配信システム更新
◆全国瞬時警報システム新型受信機整備事業

◆災害用車両購入事業（36,629千円）
✓大規模災害時に避難所等における衛生的なトイレ環境を確保するとともに、
全国の自治体間における相互支援の広域連携体制整備を図るため災害用移動式
トイレ車両を購入

◆地域防災情報通信システム（同報系）機能強化事業 （２７８，１９１千円）
✓令和４年度～令和７年度にかけ、災害時における情報伝達・収集手段を充実・
強化するため地域防災情報通信システムの機能強化を実施

※緊急防災・減災事業債を活用

※新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用
防災力を
一層強固なものに！

令和７年度予算総額
４８４，７０１千円
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※一般補助施設整備等事業債を活用
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R5繰越【補正含む】 R6 合 計

事業費
(千円)

5,365 27,205 8,638 74,586 45,366 415,116 424,779 789,171 366,033 280,444 124,729 2,561,432

R1補正含 R2補正含 R3補正含
R4補正含

うち関連事業153,911
うち関連事業

34,100
うち関連事業

122,109

整備
内容

地質調査 暫定避難
通路

暫定避難
通路門扉

敷地造成 敷地造成、
排水路

排水路 法面、
排水路

法面、給水・汚水・
排水施設等、管理棟、
備蓄倉庫、屋内運動
施設等

暗渠排水、汚水、ト
イレ、多目的グラウ
ンド等
【関連事業】

避難路、耐震性防火
水槽整備

多目的広場、
駐車場、柵等
【関連事業】

避難路整備

施設整備
【関連事業】

避難路整備

・国土交通省、三重県の協力のもと、河川しゅんせつ土や道路建設
事業等による排出土のうち、良質土を有効利用し、高台造成を実施

・建設発生土の有効利用により、高台造成に要するコストを縮減

■基本構想 （平成２５年３月１５日発表）

■津波緊急避難場所として香良洲高台防災公園を整備

地域住民の安全の確保と不安の解消のため、津波からの避難に活用ができるよう高台を造成

暫定供用開始
一時避難場所指定（H29.4)
都市計画決定（R29.8）
都市計画公園事業認可（R30.2)

香良洲高台防災公園整備等に
関する協議会設立（H27.11) 屋内避難が可能（R5.3.24）

建築面積： ６５７㎡
避難可能面積：２２７㎡

飲料水、簡易トイレ、非常用食品、エア
テントなどを配備

最大収容人数：２２７人

管理棟

建築面積：１，１３７㎡
避難可能面積：８５０㎡

最大収容人数：８５０人

屋内運動施設

■事業の実施状況（関連事業含む）

令和7年3月25日完成
令和7年4月１日供用開始

６－(２)－① 香良洲高台防災公園の整備

■管理棟・屋内運動施設完成（令和５年３月２４日）

・令和４年度末に管理棟及び屋内運動施設が完成し、公園の完成に
先立ち建物への避難が可能となりました。

６.防 災

■竣工式典（令和７年３月３０日）
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平成25年5月１日号 広報津より

６－(２)－②【市長コラム】市民の願いが生んだ高台防災公園
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82施設で延床総面積134,152㎡、合計134,152人分の避難先を確保

（緊急時にいつでも一時避難が可能な建物）

地震自動解錠鍵ボックス設置
・夜間・休日等に職員が不在となる市有施
設の津波避難ビルに、地震発生時に自動で
解錠する鍵ボックスを設置。ボックス内に
施設の鍵、手巻き充電式防災ラジオ（ライ
ト付）、軍手を装備。
【平成24年度】
小学校、中学校、敬和公民館、歴史資料館など１
７施設に設置
【平成25年度】
小学校、中学校１０施設に設置
市営白塚団地３号館
【平成27年度】
高洲会館、殿木集会所、さくら児童館
【平成28年度】
相生会館、津市応急クリニック及び教育委員会庁
舎
雲出地区防災コミュニティセンター
【平成30年度】
久居消防署南分署
【令和元年度（平成31年度）】
愛宕会館、一身田公民館（一身田出張所）、県立
聾学校、県立津工業高等学校、県立みえ夢学園高
等学校
【令和３年度】
津球場公園内野球場
【令和５年度】
津市北消防署

（建物の所有者や管理者が指定した

日及び時間に限り避難できる建物）

６－(３)－① 津波避難ビル・津波避難協力ビルの確保

H28.1.19 ２施設と協定
Ｈ30.9.21 １施設と協定
H30.11.9 １施設と協定
R1.12.10 １施設と協定
R3.2.1 １施設と協定
R3.12.1 １施設と協定
R5.8.1 １施設と協定
R6.4.1 １施設と協定
R7.4.1 １施設と協定

H26.8.27    1施設と協定
R7 .4.1     1施設と協定

H25.1.24   ５ 施設を指定
H30.4.1     １ 施設を指定

H24.5.17
H24.6.1
H25.3.1
H26.5.1
H27.7.14
H28.4.1
H28.4.9
H29.2.20
H31.3.25
Ｒ1.11.19
Ｒ2.1.31 
R3.7.1
R6.2.26
R6.4.1

１７ 施設を指定
３ 施設を指定

１５ 施設を指定
１ 施設を指定
３ 施設を指定
１ 施設を指定
１ 施設を指定
１ 施設を指定
１ 施設を指定
１ 施設を指定
１ 施設を指定
１ 施設を指定
１ 施設を指定
１ 施設を指定

R5.4.1
R6.4.1
R6.12.1
R7.4.1
R7.5.1
R7.5.11

１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定解除

２０施設で延床総面積12,891㎡、
合計12,891人分の避難先を確保

津波避難ビル・津波避難協
力ビルを合わせ

147,043人分の避難
スペースを確保
※Ｒ７．１２．１現在
津波避難ビル等の表示シールと
据置型表示板の設置 166

H24.10.23
H24.12.17
H25.6.27    
H25.8.20      
H26.8.27    
H27.8.31
H28.2.2
H28.11.2  
H29.2.15
H29.10.11
H30.2.1
R5.3.31

５施設と協定
１施設と協定
２施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定
１施設と協定解除

６.防 災
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津波避難ビル・津波避難協力ビル指定状況図【北部】 （令和７年１２月１日現在）
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６－(３)－② 津波避難ビル・津波避難協力ビルの確保（北部）
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６.防 災

⑧

① MOREビル（モアビル）

② HOWAビル津

③ 津栄町三交ビル

④ 高田中・高等学校　５号館

⑤ 三重県自治会館

⑥ 三重県教育文化会館

⑦ 三重地方自治労働文化センター

民
間
ビ
ル

津波避難協力ビル指定一覧（施設名）【北部】

国
有
施
設

① 津第二地方合同庁舎

⑥
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② イセットビル

③ ホテル　ザ・グランコート津西

④ ＪＡビル専用駐車場

⑤ 児童養護施設里山学院なのはな

⑥ 特別養護老人ホーム津の街

⑦ 特定施設憩いの里津ケアホーム

⑧ 医療法人　東海眼科

⑨ フラワーロード栄

⑩ 東横ＩＮＮ津駅西口

① 北立誠小学校

② 南立誠小学校

③ 豊津小学校

④ 橋北中学校

⑤ 三重短期大学

⑥ アスト駐車場

⑦ 一身田小学校

⑧ 栗真小学校

⑨ 白塚小学校

⑩ 朝陽中学校

⑪ 一身田中学校

⑫ 市営白塚団地３号館

⑬ 一身田公民館（一身田出張所）

⑭ 津市北消防署

① 三重県津庁舎（本館）

② 三重県勤労者福祉会館

③
中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）
志登茂川浄化センター

津波避難ビル指定一覧（施設名）（施設名）　【北部】

県
有
施
設

市
有
施
設

民

間

ビ

ル
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津波避難ビル・津波避難協力ビル指定状況図【南部】（令和７年１２月１日現在）
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６－(３)－③ 津波避難ビル・津波避難協力ビルの確保（南部）
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⑥

㉒
㉑

168

①

② フェニックスメディカルセンタービル ⑩ まつぼっくり作業所

③ CSビル ⑪ （市営）フェニックス通り駐車場

④ 津老人保健施設アルカディア ⑫ 香良洲歴史資料館（若桜会館）

⑤
パナソニック株式会社 エレクトリックワーク
ス社　津工場　厚生会館

⑬ 川口ポンプ場

⑥ Lut’s（ラッツ） ⑭ 掘割ポンプ場

⑦ フェニックスホテル ⑮ 養正小学校

⑧ 東邦ガス株式会社　津営業所 ⑯ 神戸小学校

⑨ サービス付き高齢者向け住宅安濃津ろまん ⑰ 西橋内小学校

⑩ くもづホテル＆コンファレンス ⑱ 橋南中学校

⑪ 中日新聞　津橋南専売所 ⑲ 香海中学校

⑫ 大門病院 ⑳ 津リージョンプラザ

⑬ 津センターパレスビル ㉑ 津リージョンプラザ立体駐車場

⑮ 三愛相生町ビル ㉒ 津市モーターボート競走場

⑯ 百五銀行岩田本店棟 ㉓ 津市本庁舎

⑰ 百五銀行丸之内本部棟 ㉔ 津市香良洲庁舎

⑱ イオンモール津南 ㉕ 高須会館

⑲ 三愛物産株式会社三重支店 ㉖ さくら児童館

⑳ 津生協病院 ㉗ 殿木集会所

㉑ メゾンエスポワール ㉘ 雲出地区防災コミュニティセンター（防災物流施設）

㉒ 中部電力パワーグリッド株式会社三重支店 ㉙ 相生会館

① 敬和小学校 ㉚ 津市応急クリニック及び教育委員会庁舎

② 修成小学校 ㉛ 津市久居消防署南分署

③ 育生小学校 ㉜ 愛宕会館

④ 藤水小学校 ㉝ 津球場公園内野球場（メインスタンド）

⑤ 雲出小学校 ① 三重県立津工業高等学校

⑥ 香良洲小学校 ② 三重県立みえ夢学園高等学校

⑦ 東橋内小学校 ③ 三重県立聾学校

⑧ 敬和公民館

⑨ 贄崎地区防災コミュニティセンター

民
間
ビ
ル

市
有
施
設

津波避難ビル指定一覧（施設名）（施設名）　【南部】

県
有
施
設

市
有
施
設
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■公共施設の外部階段・転落防止柵の設置及び改修

６－(４） 外部階段・転落防止柵の設置

■津波避難ビルとしての市営住宅の活用（平成25年度）

津波避難ビル
等の指定がな
い空白地帯の
解消のため市
営住宅（白塚
団地）を活用

整 備 内 容

外付け階段、
屋上フェンスの設置

事業費

２，２３１万円

平常時から有効に活用
でき、かつ災害時には
津波避難が可能

■栗真海浜線高架橋避難階段の設置（平成26年度）

整 備 内 容

避難階段の設置

事業費

５，４８４万円

栗真海浜線高架橋（整備後）
殿木集会所（整備後）

高洲会館（整備後）

【平成２６年度】

香海中学校（整備後）香海中学校（整備後）

相生会館（整備後）

【平成２７年度】

さくら児童館（整備後）

白塚団地（整備後）

【平成２４年度】

【平成３０年度】

愛宕会館（整備後）
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■津波浸水予測地域内及び沿岸部の主要な市道上のカーブミラー等への海
抜表示を実施（Ｈ24～Ｈ25年度で設置
【事業費】１７４万１，９５０円

■津波浸水予測地域内の全ての避難所及び一時避難場所に海抜
表示を実施（Ｈ24～Ｈ25年度で設置）
【事業費】 ６９万３，６８２円

・津波浸水予測地域内の避難所
６１箇所

・津波浸水予測地域内の一時避難場所
８８箇所

・新規に指定した避難所・一時避難
場所及び標識を修繕した避難所・
一時避難場所
１５箇所

合計１６４箇所

・津波浸水予測地域内及び沿岸部の主要な市道上に設置（令和７年９月１日現在）

カーブミラー ２４１箇所 電柱 １２２箇所

■津市沿岸地域標高マップの全戸配布（Ｈ24.7実施）【事業費】３３８万３，１００円

・津波からの避難に役立てるとともに、防災意識の高揚を図るために「津市沿岸地域標高マップ」（安濃川を境界として北部マップと南部マップ）を作成し、平成２４年
７月１６日号の広報津と同時に全戸に配付。

【普及・啓発方法】地域における学習会や避難訓練等において、当マップを活用するとともに、市ホームページにも掲載。

【表示板例】

【表示板例（カーブミラー）】 【表示板例（電柱）】

６－(５) 海抜表示～国・県・市・民間の取組～

170

６.防 災
■市の取組

国道２３号の歩道橋等への海抜表示の設置
（Ｈ24年11月～Ｈ25年3月の間で設置）

国・県・市・民間による市域全体への海抜表示の幅広い展開

・設置箇所（標識・歩道橋等）３９箇所

■国の取組
海抜表示シート設置事業を創設
（平成26年度新規事業）

■県の取組

・津波浸水予測
地域内の県管
理の国道及び
県道の既存の
標識等に海抜
表示シートを
６２箇所設置

津市と中電興業㈱津営業所及びテルウェル
西日本㈱との協定により、広告付き避難所
等誘導標識に海抜を含めて表示

■民間の取組

・設置箇所 １６８箇所
（令和７年１２月１日現在）
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• ６－(６)－① 避難行動要支援者名簿の作成・提供

○東日本大震災において、高齢者や障がい者が被災する割合が高い。
○平成２５年６月災害対策基本法の一部改正により、新たに市町村長に避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報の避難支援等関係
者等への提供等の規定が設けられた。

背景

津市では、平成２２年に津市災害時要援護者登録制度実施要綱を策定し、その後、災害時要援護者名簿を作成し、自主防災組織等
の地域へ名簿を提供するとともに、「津市災害時要援護者避難支援対策マニュアル」を策定し、地域における避難支援体制の構築を
図ってきました。しかし、これまでの災害時要援護者登録制度では、名簿の提供には対象者本人の「手上げ」と「同意」が必要である
ことから、対象となる方の名簿登録が進んでいないのが現状（名簿の登載率は約２７％）

これまでの取組

◇津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例制定の趣旨
本人から拒否の意思表示がない限り、平常時から自主防災組織や自治会等の避難支援等関係者（※１）に市が保有する「避難行動要
支援者（※２）」の情報を、提供できるよう条例を制定（平常時に活用する名簿への登載率は約９６％へ）
（※１）避難支援等関係者とは、災害対策基本法が改正され、新たに定義づけられた「避難支援等の実施に携わる関係者」です。具体的には自治会、自主防災組
織、消防機関、民生委員、社会福祉協議会、警察署になります。
（※２）避難行動要支援者とは、災害対策基本法が改正され、新たに定義づけられた「災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難する
ことが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの」をいいます。これまでの災害時要援護者に近いものです。

条例の内容

◇避難行動要支援者の要件
○６５歳以上のみの世帯に属する者で、介護保険の要支援また
は要介護認定を受けている者
○介護保険の要介護認定を受けている者で、要介護３以上の
認定を受けている者
○身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳
の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分が第１種である者
○療育手帳（Ａ１、Ａ２）の交付を受けている者
○精神障害者保健福祉手帳（１級、２級）の交付を受けている者
○障害者総合支援法の障害福祉サービス（同行援護、行動援
護）を受けている難病患者
○その他市長が必要と認める者

◇避難行動要支援者名簿に掲げる事項
①氏名、②生年月日、③性別、④住所または居所、⑤電話番号
その他連絡先、⑥避難支援等を必要とする事由、⑦その他避難
支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項

条例制定

平成２７年７月 １日 津市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行
平成２８年３月２４日～ 避難支援等関係者への避難行動要支援者名簿の提供開始

◇個人情報の適正管理の規定
○避難支援等の用に供する目的以外のために、当該名簿情報を
自ら利用し、または当該名簿情報の提供を受けた者以外のものに
提供してはならない。
○名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏
らしてはならない。
○個人情報の漏洩、滅失、毀損等が生じ、またはその恐れがある
ことを知ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。
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• ６－(６)－② 個別避難計画の作成・提供
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• 災害発生時等に自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに作成する一人ひとりの状況に合わせた避
難支援のための計画。作成について、本人の同意を得ることが必要。

• 内閣府の指針において、優先度が高い避難行動要支援者から作成することが適当とされた。

個別避難計画とは

優先度が高い避難行動要支援者

①地域におけるハザードの状況（洪水・津波・土砂災害の危険度の想定）
②避難行動要支援者本人の心身の状況
③独居等の居住実態

①かつ②かつ③の対象者を抽出

個別避難計画の作成・提供の流れ 個別避難計画作成の取組状況

※R3.5 災害対策基本法一部改訂により個別避難計画作成が努力義務化

※令和７年度時点
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６－(６)－③【市長コラム】助けあいで災害から命を守りましょう

平成２８年７月１日号 広報津より
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地震、津波避難に関する研修会、タウンウォッチング、災害時要援護者の避
難についての検討、避難訓練など、グループワークも交えて各地区５回程度
の研修会を開催。

■津波避難計画作成研修会の開催（Ｈ24～H25年度） 【事業費】１８４万６，８３７円

■津波避難計画作成・災害時要援護者対策モデル事業（H25年度実施）【事業費】５６万６，６７５円

事業概要

この取組成果を各地域に周知し、情報を共有して
もらい、地域防災力の向上に繋げていく。

避難所運営に関する研修会を５回程度開催し、
避難所運営委員会組織作り、地域特性等に即し
たマニュアル作成を実施。
【参加地区】
河芸（千里ヶ丘）、栗真（栗真小川）

津波から迅速かつ安全に避難ができるよう、津波浸水予測地域内の小学校区単位において、自主防災組織や
自治会のリーダーなどを対象に避難計画作成のために地震・津波の講習会やタウンウォッチングを開催。

【実施状況（研修会開催地区）】
平成２４年度：育生、豊津、香良洲、北立誠、南立誠、上野、敬和、栗真、雲出、白塚、藤水
平成２５年度：新町、高茶屋、一身田、桃園、修成、養正、安東、神戸

平成２６年２月１３日
事業取組報告会を実施し、取
組報告書作成

【参加地区】
河芸（東千里）、白塚（白塚東浜・白塚三之宮・白塚本町・白塚中之町）、
栗真（栗真小川）、育生（結城東園）、雲出（雲出伊倉津）、香良洲（浜浦）

■避難所運営モデル事業（H25年度実施）【事業費】２５万９，４００円

事業概要

６－(７) 津波避難計画作成
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耐震化促進事業 令和７年度予算 135,893千円（6月補正含む）

６－（８）－① 耐震化促進事業６.防 災
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木造住宅耐震化事業取組実績（令和７年１０月３１日現在）

事 業 内 容
R2 R3 R4 R5 R6 R7 計 累計

耐震診断事業
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅の耐震診断
を無料で実施

330 370 322 361 474 96 1,953 9,645

耐震補強計画事業
耐震診断の評点が1.0以上となる補強計画(補強設計)の作成など
の費用に対する補助

2 11 12 4 18 19 66 490

耐震補強事業
耐震補強後の評点が0.7以上1.0未満、または1.0以上となる補強
工事の費用に対する補助

6 8 9 2 11 21 57 507

除却事業
耐震診断の評点が0.7未満となった木造住宅等の除却工事の費用
に対する補助

137 139 132 135 138 140 821 1,213

各種補助金等の要件

要 件 無料耐震診断
補強計画
（設計）

補強工事 除 却

対象者の要件 対象住宅を所有している ● ● ● ●

対象住宅の要件

昭和56年以前の木造住宅 ● ● ● ●

３階建て以下 ● ● ● ●

耐震診断の結果 評点が０．７未満 ※ ● ● ●

補助金額 －
最高18万円
ただし、精密診断法により
設計した場合は最高34万
円

最高150万円
ただし、補強工事と合わせてリフォーム工
事を行う場合は最高170万円
（補助金額は要する費用により異なります）

費用の23％
（最高30万
円）

耐震シェルター設置事業 ： 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅内に設置する、耐震シェルターの本体及び設置費用を補助（ベッド型・テーブル型を含む）

避難路沿道建築物耐震化事業 ： 緊急輸送道路等における、倒壊により道路を閉塞するおそれのある一定の高さを有する建築物を対象に耐震診断、耐震補強計画及び

耐震改修の費用を補助

ブロック塀等の撤去改修事業 ： 対象ブロック塀等を全て撤去､または、撤去後にフェンス等を改修する工事の費用を補助

避難所等建築物耐震診断事業 ： 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造避難所の耐震診断の費用に対する補助

注） 表中の「計」は令和２年度から令和７年度までの計、「累計」は各事業開始以降の累計。

木造住宅以外の補助金

※ ： 除却については、「耐震診断の結果 評点が０．７未満、または容易な耐震診断調査票により倒壊の危険性があると判断されたもの」と読み替える。
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６－(８)－② 宅地耐震化推進事業６.防 災

(1) 事業の背景
阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などにおいて、谷や

沢を埋めた造成宅地や斜面に腹付けした造成宅地で滑動崩
落による被害が発生しました。
これを受け平成１８年度に国は宅地造成等規制法の改正

を行い、大地震時に滑動崩落等のおそれがある大規模盛土
造成地の滑動崩落による被害を防止するため、宅地耐震化
推進事業が創設されました。

(2) 事業の流れ
国土交通省の「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガ

イドライン及び同解説」（平成27年5月）に沿って、大規模
盛土造成地の有無を把握（第一次スクリーニング）し、安
全性の検証を行い（第二次スクリーニング）、この結果に
より造成宅地防災区域の指定を行い滑動崩落対策工事等の
宅地耐震化を推進していく事業です。

１．宅地耐震化推進事業とは

盛土造成地のうち以下の要件に該当するものを
「大規模盛土造成地」と呼びます。

２．大規模盛土造成地とは

宅地耐震化推進事業

地震力及び盛土の自重による盛土の滑り出す力がそ
の滑り面に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力を上
回り、盛土の地滑り的変動が生じることを「滑動崩
落」と呼びます。

３．滑動崩落とは

市内における大規模盛土造成地をホームページに公
表し、第二次スクリーニングに向けた方針の検討を行
うとともに経過観察マニュアルに基づき定期点検を実
施しています。

４．津市の取組

市内における盛土造成箇所の有無を周知することに
より市民の皆さまの防災意識の向上を図り、地震時に
おける早期の避難等により被害の軽減を図ることがで
きます。

５．事業の効果
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■家具等転倒防止固定金具の無償配付・取付支援

（平成２６年８月１日から開始）

○家具等転倒防止対策補助事業・・・自らが居住する住宅で、地震による家具の転倒を防止するために固定する費用を補助。

補助事業実施例

■地震対策事業（令和７年度予算 50千円）

６－(９) 家具等転倒防止対策事業６.防 災

○家具等転倒防止対策啓発事業・・・津市に住民登録のある方で、地震などによる家具などの転倒を防止するための固定金具の配付・取付支援

を無償で行う。

配布する固定金具

対象者の要件
市内に住民

登録のある方

補助金額
費用の9/10
（最高１万円）

固 定 金 具 の 取 付 支 援

対象者

(１) ６５歳以上の高齢者のみの世帯
(２)   障がいのある方と同居している世帯のいずれかに該当

する方
※障がいのある方とは
「身体障害者手帳の級が１から３級」、
「精神障害者保健福祉手帳の級が１級」、
「要介護認定の区分が３から５」、
「療育手帳の区分がＡ」

申請提出先 危機管理部防災室、各総合支所地域振興課

取付支援回数 それぞれの実施年度を問わず１世帯につき１回限り

取付支援対象家具 啓発事業で配付された固定金具で取り付ける場合に限る

ボランティア団体
特定非営利活動法人三重県木造住宅耐震促進協議会
NPO法人ワクワク工房

固 定 金 具 の 配 付
対象者 津市に住民登録のあるすべての方

配付金具数

Ｌ字金具（小）3ｔ×45×45×幅16 ４個
Ｌ字金具（中）3ｔ×60×60×幅16 ２個
連結金具 1ｔ×幅16×72.4 ２個
皿木ネジφ3.8×32 ２４本
皿木ネジφ3.1×20 ８本

申請提出先 危機管理部防災室、各総合支所地域振興課

配付方法

申請書提出時に配付
※当日窓口にて申請書類の審査を行った後、不備がなければ
「津市家具等転倒防止対策啓発事業を利用するに当たって
の確認事項」、「固定金具の受領書」を記入していただい
た上で固定金具を配付

配付回数 それぞれの実施年度を問わず１世帯につき１回限り

配付後の設置確認
実績報告書に写真を添付して提出
※電子メールでの送信等をもって報告書の提出に代える
ことができる

実績件数（各年度）

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

64 35 24 7 38 26 20 23 53 46 23 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 累計

9 4 8 2 5 0 1 １ 3 2 394

実績件数（各年度）

Ｈ
26

Ｈ
27

Ｈ
28

Ｈ
29

Ｈ
30

Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 累計

540 279 712 188 132 93 48 43 23 33 54 8 2,153

※平成26年度8月1日新設 177
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６－(１０) 台風災害６.防 災

台風災害復旧の状況（Ｈ２３～Ｒ６年度）
平成２４年台風
第１７号による被害

平成２６年台風
第１１号による被害

橋りょうの損壊 （美里町家所）

林道の法面・路側崩壊（芸濃町河内地内）

令和元年台風
第１９号による被害

市道の法面土砂崩落（美杉町八知地内）（注）R2,R3,R5は台風災害なし 178

年度 名 称 年 月 日
復旧事業
個所数

復旧事業費（千円）

23

台風第６号 平成23年7月18日～20日 167 249,263

台風第１２号 平成23年9月1日～5日 271 825,816

台風第１５号 平成23年9月20日～21日 199 231,245

24
台風第４号 平成24年6月19日 44 95,792

台風第１７号 平成24年9月30日 1,019 1,035,705

25 台風第１８号 平成25年9月15日～16日 364 653,589

26
台風第１１号 平成26年8月9日～10日 1,610 2,994,095

台風第１９号 平成26年10月13日～14日 162 151,673

27

台風第１１号 平成27年7月16日～17日 35 84,234

台風第１５号 平成27年8月25日～26日 239 1,088,310

台風第１８号 平成27年9月8日～9日 8 43,627

28 台風第１６号 平成28年9月19日 105 69,354

29
台風第１８号 平成29年9月17日 17 16,700

台風第２１号 平成29年10月22日 226 117,439

30

台風第１２号 平成30年7月28日～29日 82 134,000

台風第２０号 平成30年8月23日～24日 121 63,028

台風第２１号 平成30年9月3日～5日 102 82,591

台風第２４号 平成30年9月29日～10月1日 63 36,449

R1
台風第１０号 令和元年8月14日～16日 19 21,554

台風第１９号 令和元年10月12日 12 16,357

R4
台風第１４号 令和4年9月19日～20日 2 51,525

台風第１５号 令和4年9月23日～24日 2 5,077

R6 台風第１０号 令和6年8月29日～9月1日 4 18,049

合 計 4,873 8,085,472
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【高波被害の発生】
台風第４号（平成24年6月19日）
台風第17号（平成24年9月30日）

【被害状況】
①車両の浸水被害と他の車両との接触
②護岸上のインターロッキングブロック舗装の剥離

一般利用者
禁止区域
（１０台）

日帰り利用者
（６０台）

おもいやり駐車場
（６台）

２泊以上の
利用者

（２０４台）

１泊利用者
（６３台）

これまで、２泊以内の利用者に指定なく駐車可能とし
ていた駐車場を、緊急時の利用規制等を円滑に行える
ように、利用日数別に駐車区画を指定（H24.10.10～)

高波による駐車場の浸水を防止又
は軽減するため、施設内の排水機
能の強化に係る整備を実施

③駐車スペースの区分け見直し

②駐車場排水路整備（H26.1.31完成）

①護岸（歩道）舗装復旧（H25.3.25完成）

直ちに津なぎさまちの高波対策に着手

排水路
整備箇所

復旧前 復旧後

インターロッキングブロック舗装部分をコンクリート
舗装と薄層アスファルト舗装で復旧

６－(１１) 津なぎさまちの高波対策
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波瀬川における直近２年間の避難
情報発令状況及び避難者数をみる
と避難情報発令に伴い指定の避難
所に避難した人は、最大で４％未満。

地域住民が「危険」と
思う水位と行政が定
めた水位にズレがあ
るのではないか。

地域の実情に即した
避難情報の発令基準
について検討を行う
必要がある。

波瀬川における直近２年間の避難情報の発令状況及び避難者数から、実態として地域住民の適切な避難行動に結びつく避難判断基準
等を検討。

避難のあり方検討会が下記提言を津市長、
三重河川国道事務所長へ提出（Ｈ25.7.29）

区分 水位
水防団待機水位 1.70ｍ
氾濫注意水位 2.20ｍ
避難判断水位 2.30ｍ
氾濫危険水位 3.10ｍ
計画高水位 3.49ｍ

変更後水位変更前水位

平成２５年８月５日付けで三重四川災害対応連絡会会長（三重河川国道事務所
長）より、平成２５年９月１日から波瀬川下川原橋水位観測所の避難判断水位及
び氾濫危険水位を変更する旨が通知される。

■提言内容にしたがった避難判断水位と
対象地域を平成２５年９月１日より適用

地元の代表者、国、三重県、津
市及び有識者を交え、「波瀬川
における避難のあり方検討会」
を設置（平成２５年２月２２日）

提言１ 避難判断水位（氾濫危険箇所）の見直し

提言２ 避難情報発令基準・避難対象地域の見直し

提言３ 水位・避難に関するわかりやすい情報の提供

提言４・５ 継続的な地域での防災力の向上、自発的
な防災力の向上

提言６ 避難のあり方に関する勉強会の開催

提言７ 浸水時における交通規制のあり方

提言８ 洪水ハザードマップの見直し

区分 水位
水防団待機水位 1.70ｍ
氾濫注意水位 2.20ｍ
避難判断水位 3.40ｍ
氾濫危険水位 3.49ｍ
計画高水位 3.49ｍ

第１段階発令対象（青枠） 第２段階発令対象（赤枠）

■雲出川水系波瀬川における避難情報の発令基準及び対象地域の見直し

　区　分 水位
第1段階発令時

避難対象世帯・人口
第２段階発令時

避難対象世帯・人口

氾濫注意水位 2.20ｍ

避難判断水位 3.40ｍ

氾濫危険水位 3.49ｍ

【一志地域２自治会】

２５６世帯
６８９　 人

【一志地域5自治会】

６２８世帯
１，５１１人

下川原橋観測所において水位が
4.20m（付近堤防高）を観測し超
流が確認されたとき。

６－（１２）－① 波瀬川避難情報発令基準の見直し

※世帯・人口は平成２５年当時の数字 180
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平成26年12月１日号 広報津より

６－(１２)－②【市長コラム】避難勧告の発令基準の見直しを進めます
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雲出川下流における避難情報の発令状況及び避難者数から、実態として地域住民の適切な避難行動に結びつく避難判断基準等を検討。

避難のあり方検討会が下記提言を津市長、
松阪市長、三重河川国道事務所長へ提出
（Ｈ27.7.21） 変更後水位変更前水位

平成２７年８月４日付けで雲出川洪水予報連絡会会長（三重四川災
害対応連絡会会長）である三重河川国道事務所長より平成２７年９月１日
から雲出橋観測所の水位が変更される旨が通知される。

■提言内容にしたがった避難判断水位と対象地域
を平成２７年９月１日より適用開始

提言１ 氾濫危険水位と避難判断水位の見直し

提言２ 避難情報発令基準・避難対象地域の見直し

提言３ 避難・水位に関するわかりやすい情報の提供

提言４ 主体的避難の促進

提言５ 「新たなステージ」に対応した防災・減災のあり方

提言６ 洪水ハザードマップの見直し

■雲出川下流における避難情報の発令基準及び対象地域の見直し

波瀬川においては避難判断水位や避難対象地域の見
直し、段階的な避難情報の発令を行うなど、一定の
成果を収めた。（避難率が４％→２５％に向上）

雲出川下流部においても同様に、適切な水位設定を行
うとともに、適切な避難情報の発令と迅速かつ的確な
避難行動等が行えるよう「雲出川下流における避難の
あり方検討会」を設立（平成２７年１月２７日）

区分 水位

計画高水位 6.74ｍ

氾濫危険水位 4.8ｍ

避難判断水位 4.6ｍ

氾濫注意水位 3.7ｍ

水防団待機水位 3.0ｍ

区分 水位

計画高水位 6.74ｍ

氾濫危険水位 5.4ｍ

避難判断水位 5.0ｍ

氾濫注意水位 3.7ｍ

水防団待機水位 3.0ｍ

計画高水位

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

堤防天端高

時系列的な水位変化

▽【警戒レベル３】
高齢者等避難

▽【警戒レベル４】避難指示

▽【警戒レベル５】緊急安全確保

避難行動

▽普段の水位

氾濫危険水位の見直しにより【警戒レベル
４】避難指示の発令回数は減少するが、発
令に至った場合は今まで以上に速やかな避
難行動を実践することが必要

【警戒レベル４】避難指示（第１段階） 【警戒レベル４】避難指示（第2段階） 【警戒レベル４】避難指示（第3段階）

２，０３０世帯 ４，６３９人 １，６８２世帯 ３，８００人 ２，００７世帯 ４，９２３人

雲出地区の一部の自治会（本郷、本郷西町、
本郷町ニュータウン、津グリーンビレッヂ雲出、
パティオス、本郷北ノ端、長常、十五所、十五
所団地、伊倉津町、長藤、高峯）、桃園地区
の一部の自治会（新家町）

高茶屋地区の一部の自治会（小森北、ヒュー
マンタウン高茶屋、町屋、小森南第１、小森
上野町）、雲出地区の一部の自治会（島貫、
殿木、池田）、桃園地区の一部の自治会（木
造）

香良洲地域（地家、馬場、高砂、砂原、小松、
川原、桜町、稲葉、浜浦）

見直し後の【警戒レベル４】避難
指示発令対象地域

第１段
階

第１段
階

第２段階

第３段
階

凡
例

見直し前の【警戒レベル４】避難
指示発令対象地域

対象となる地区に一度に避難情報を発令していたものを3段階に分けて発令することに見直し

６－(１３) 雲出川下流における避難情報発令基準の見直し６.防 災

※世帯・人口は
平成２７年当時の数字
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水防団待機水位

氾濫注意水位

氾濫危険水位

水位変化
避難判断水位

通報水位・指定水位

警戒水位

特別警戒水位

危険水位

避難情報の発令の判断基準となる水位の名称

●氾濫危険水位（危険水位）：堤防を越える洪水となる可能性のある水位
●避難判断水位(特別警戒水位)：市町長の発令による避難情報発令の目安の一つ
や、避難等の参考となる水位

●氾濫注意水位(警戒水位)：水防団が水防活動をする目安となる水位
●水防団待機水位(通報水位・指定水位)：水防団が招集され、待機する目安となる水位
※ 河川毎に河川管理者（大臣又は都道府県知事）が設定）

●水位の上昇等に伴う
避難情報の発令基準が
不明確

●洪水予報及び水位周知が実施され
る区域と同様に、避難情報発令の判
断・伝達マニュアルを作成

●河川管理者による洪水予報及び水
位周知が実施されない区域では、避難
情報を発令する基準となる避難判断水
位（特別警戒水位）、氾濫危険水位（危
険水位）の設定がない

中小河川における避難情報発令の判断・伝達マニュアル作成に至る背景

●避難情報発令の判断・
伝達マニュアルの必要性

マニュアル作成のポイント

ポイント①
①避難情報の発令を必要とするが、基準が不明確な区域を抽出
②各地域で避難情報の発令が必要とされる区域における水位など目安を設置
③洪水予報、水位周知が実施される区域と同様に段階的に避難情報の発令が

できるよう河川の巡視方法を確立
④的確な避難情報の発令を行えるよう各支部との情報伝達ルールの再構築

ポイント②
①どんな災害が発生したか？→過去の記録、地域の高齢者等を調査
②どこが危険か？→ 地域住民、自治会長、消防団等への聞き取り
③どれだけの水位に達したら危険か？→ 基準点の目視化
④水位の確認の方法は？→ 消防団、消防署、総合支所による巡視

●洪水予報が実施される河川（水防法第１０条関係）：雲出川（一志町大仰～
海）、雲出古川（雲出川からの分流点～海）

●水位周知が実施される河川（水防法第１３条関係） ：波瀬川（一志町井関～
雲出川合流点）、岩田川（野田～河口）、相川（久居明神町～河口）など

洪水予報及び水位周知が実施される河川等

６－（１４）－① 中小河川における避難情報発令の判断・伝達マニュアル①
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マニュアルを作成した中小河川 避難情報発令の判断基準点の表示例

避難情報の発令チャート

今後のマニュアルの活用と期待される効果

期待される効果
●洪水予報及び水位周知が実施されない区域において、洪水等から市民の
生命と財産を守るため、迅速かつ的確に避難情報の発令が可能

●判断地点、基準、開設避難所、避難対象地域等を定めるとともに、その運用
手順を定めることで、各支部と災害対策本部との情報伝達体制を強化

６－（１４）－② 中小河川における避難情報発令の判断・伝達マニュアル②

河川名 開設避難所
避難対象地区
（自治会名）

穴倉川

判断地点：広永橋
判断基準：水位が橋桁の
底部から１．０ｍに達し、
さらに水位上昇が見込ま
れる場合

判断地点：広永橋
判断基準：水位が橋桁の
底部から０．５ｍに達し、
さらに水位上昇が見込ま
れる場合

判断地点：広永橋
判断基準：水位が橋桁の
底部に達し、さらに水位上
昇が見込まれる場合、また
は当該河川において決壊
や越流を確認したとき

櫛形小学校
分部（長田、十王、地
下、広永、四軒町、
向井）、小舟

天神川

判断地点：天神橋上
（三重県【川の防災情報】
の高茶屋観測点の水位
計）
判断基準：水位が２．０ｍ
を示し、さらに水位上昇が
見込まれる場合

判断地点：天神橋上
（三重県【川の防災情報】
の高茶屋観測点の水位
計）
判断基準：水位が２．２ｍ
を示し、さらに水位上昇が
見込まれる場合

判断地点：天神橋上（三重
県【川の防災情報】の高茶
屋観測点の水位計）
判断基準：水位が２．４ｍ
を示し、さらに水位上昇が
見込まれる場合、または当
該河川において決壊や越
流を確認したとき

南郊公民館、
高茶屋市民セ
ンター、南郊
中学校

桜茶屋、桜茶屋東、
ヒューマンタウン高茶
屋、小森北、小森南
第１、上野、町屋、城
山西、西里ノ上西、
西里ノ上北

避
難
情
報
を
発
令

災
害
対
策
本
部
長
避
難
情
報
の
発
令
を
判
断
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平成２７年８月１日号 広報津より

６－（１４）－③【市長コラム】津市独自の避難基準を定めました

185

６.防 災



T s u C i t y

河川整備・
海岸整備
の必要性

・東日本大震災では、海岸、河川施設が壊滅的な被害を受け、また、近年の台風等による
局部的な豪雨は予測の範囲を遥かに超える

・津市においては、過去に何度も洪水による被害を受けており、地震・津波による浸水被害
発生のリスクも非常に高い

・近い将来発生が懸念される「南海トラフ巨大地震」に備え、命と暮らしを守る河川・海岸堤防の
インフラ再構築、頻発する水害対策に重要な河川維持・改修が事前の防災・減災対策となる

①河川堤防の老朽化対策

⑤白塚・河芸地域海岸堤防の
早期改修

土砂の堆積による
雑木等の繁茂が水
の流れを阻害。

昭和３４年の台風災
害の復旧で築かれた
もので経年による老
朽化が激しい。

事例：安濃川

老朽化による目地欠損

事例：岩田川

河川沿線に50㎝未満の浸水箇所があり、
高潮・津波に対応した堤防高が必要。

市街地の進展等に
よる事業費の膨大
化により、事業の進
捗に支障をきたして
いる。

三重県において老朽化調査が実施され、
緊急的に補強対策が必要な河芸町上野
地区、白塚、栗真地区の７箇所について、
Ｈ24～25年度に対策が講じられた。し
かし、築堤後50年以上が経過しており、
抜本的な海岸堤防の早期改修が必要。

※満潮時に、東北地方太平洋沖地震と同等規模の
東海・東南海・南海地震が連動して発生した場合
に対する三重県の想定。

三重県に対して次の５項目を要望（Ｈ25.5.7）

■要対策箇所32箇所工事実施済（平成29年度末）

②河川堆積土砂のしゅんせつ

③河川堤防の高さの確保 ④河川改修工事の早期完成

６－（１５） 都市部における河川整備及び海岸整備
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しゅんせつの効果があり、河川水位を保つことができた

施工前

施工後

河川の水位分析

事業効果（雨量と水位の効果）

穴倉川のしゅんせつ

波瀬川・穴倉川ともに雨量に比し水位は抑えられた。

しゅんせつの必要性が数字・安全に表れた結果となった。

波瀬川は、平成２６年台風第１１号では避難指示に至らなかった。

水の流れ

水の流れ

６－(１６) 河川しゅんせつによる河川水位

平成２５年度 波瀬川（国管理） ５０，０００㎥
穴倉川（県管理） ３１，０００㎥

河川しゅんせつ
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安濃川 美濃屋川 穴倉川 志登茂川 横川 田中川 中ノ川 岩田川 三泗川 相川 天神川 長野川 榊原川 赤川 垣内川 大村川 弁天川 波瀬川 北大谷川 桂畑川 八手俣川 神河川 伊勢地川 名張川 八対野川 雲出川 八壺川 三ヶ野川 計

H25 41,600㎥ － 31,000㎥ － － 400㎥ 2,100㎥ － － － － － － － － 5,000㎥ － － － － － － － － － － － － 80,100㎥

H26 27,800㎥ － 8,870㎥ 400㎥ － 380㎥ 1,900㎥ 230㎥ 2,100㎥ － － 5,300㎥ 6,000㎥ 1,800㎥ － － － － － － － － － － － － － － 54,780㎥

H27 13,600㎥ － 7,400㎥ － － 2,200㎥ 4,100㎥ 470㎥ － － － 8,400㎥ 8,000㎥ － 640㎥ 1,130㎥ － 2,400㎥ － － － － － － － － － － 48,340㎥

H28 9,120㎥ － 4,000㎥ － － 1,000㎥ － 1,230㎥ － － － 6,900㎥ 5,300㎥ － － 1,980㎥ － 1,600㎥ － － － － － － － － － － 31,130㎥

H29 33,326㎥ － 2,300㎥ － － － 1,300㎥ － － － 2,500㎥ 4,900㎥ 10,000㎥ 300㎥ － 790㎥ － 3,900㎥ 800㎥ － 1,850㎥ － － － － － － － 61,966㎥
H30 32,520㎥ － 3,700㎥ － － 3,320㎥ － 280㎥ － － 1,800㎥ 1,500㎥ 6,400㎥ 540㎥ － 1,480㎥ － 3,970㎥ 110㎥ － 1,540㎥ － － － 100㎥ 5,543㎥ － － 62,803㎥
R1 17,560㎥ － 1,900㎥ 4,700㎥ 1,200㎥ 2,420㎥ 1,800㎥ 2,930㎥ － 40㎥ － 6,900㎥ 1,300㎥ － － 1,456㎥ － － － － 1,941㎥ － － － － 3,018㎥ － － 47,165㎥
R2 7,810㎥ 160㎥ － － 1,900㎥ 480㎥ － 2,830㎥ 870㎥ － － 19,600㎥ － － － 310㎥ 3,300㎥ － 750㎥ 3,078㎥ 740㎥ 440㎥ 260㎥ － 3,348㎥ － － 45,876㎥
R3 15,310㎥ － － － － 2,134㎥ 1,300㎥ 2,991㎥ － － － 8,300㎥ － － － 170㎥ 4,560㎥ － － － － － － － － － － － 34,765㎥
R4 1,900㎥ － 540㎥ － － 2,190㎥ － 2,210㎥ － － － 8,200㎥ 6,700㎥ － － － 2,100㎥ － － 320㎥ － － － － － － 410㎥ － 24,570㎥
R5 10,298㎥ － － － － 4,800㎥ 800㎥ 1,700㎥ － － 500㎥ 30,000㎥ － － － 120㎥ － － － － － － － － － － － 390㎥ 48,608㎥
R6 23,091㎥ － － 300㎥ － 1,600㎥ － － 140㎥ － － 14,300㎥ － － － 260㎥ － － － － 2,215㎥ － － 570㎥ － 4,901㎥ － － 47,377㎥

計 233,935㎥ 160㎥ 59,710㎥ 5,400㎥ 3,100㎥ 20,924㎥ 13,300㎥ 14,871㎥ 3,110㎥ 40㎥ 4,800㎥ 114,300㎥ 43,700㎥ 2,640㎥ 640㎥ 12,696㎥ 9,960㎥ 11,870㎥ 1,660㎥ 320㎥ 10,624㎥ 740㎥ 440㎥ 830㎥ 100㎥ 16,810㎥ 410㎥ 390㎥ 587,480㎥
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避難所総数 １７１施設 避難所収容人数 １１8，907人

■指定避難所を災害対策基本法第４９条７の規定に基づき指定（令和７年9月１日現在）

法の施行に基づき避難所１７１施設を指定避難所として指定法に基づく指定避難所

指定避難所の追加指定

平成２７年２月２３日 元取公民館（改築の完成に伴う収容人数の変更）

指定避難所の指定内容変更による収容人数等の変更

平成２９年５月９日

平成２７年４月２２日

南が丘会館

中勢用水中央管理事務所

■指定避難所の見直し、拡充及び指定内容変更

平成２５年６月１日

三重県立津商業高校を新たに指定避難所として指定、観音寺保育園を指定解除

指定避難所の見直し

見直し（施設選定）基準
①耐震化が完了しているか ②各小学校区単位に学校以外の補完施設を選定 ③市立小・中学校は全て指定 ④その他、収容可能人数が多い施設を選定

見直しの内容
①全ての市立小・中学校を避難所に指定（平時から地域の中での役割の大きい、全ての小・中学校施設を避難所として指定）
②市有施設以外の施設を避難所に指定（本市と緊密な関係にある団体が運営（保有）する施設）
③白山地域の避難所及び一時避難場所を見直し（これまで公共・民間施設を併せて３６施設ある避難所の効率的な配置・運営を図るため、地域住民との協議・調

整に基づき見直し
※ 見直しにより避難所の指定から除外した一部の施設は一時避難場所として、引き続き活用

６－(１７)－① 避難所の見直し

令和７年９月１日

津市津南防災コミュニティセンター

北口文化会館デイサービスセンター

殿木集会所

津市雲出地区防災コミュニティセンター
平成２８年４月１日

令和２年９月１日 志登茂川浄化センターを新たに指定避難所として指定、白塚公民館（白塚出張所）を指定避難所から指定解除

令和４年９月１日 津市西部市民センターを新たに指定避難所として指定、神戸出張所 を指定避難所から指定解除

平成２５年５月２１日

平成２６年６月１６日

平成２７年３月１日

津市青少年野外活動センター体育館

学校法人セントヨゼフ女子学園
（第一体育館・第二体育館）

白山地域の避難所及び一時避難場所の見直し

令和元年７月１日

津市青少年野外活動センター（覚書変更に伴う名称変更及び収容人数の変更）令和４年１１月４日
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令和６年７月１６日 安東出張所を指定避難所から指定解除（安東小学校で収容人数を確保）

令和7年9月１日 三重県立 津商業高等学校
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令和元年１０月１日号 広報津より

６－(１７)－②【市長コラム】市民発の津南防災コミュニティセンター
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一般の避難所では避難生活に支障が想定される要配慮者を対象に、長期間の避難生活
が想定される場合、資格を持った専門職員の配置により安心して避難生活を送ることが
できる福祉避難所を開設
※要配慮者 介助や見守り等の特別な配慮を必要とする高齢者、障がい者、妊産婦等

拠点福祉避難所

【一部介助が必要な人】

パーテーション等で間仕切った避難ス
ペースや個室で、資格を持った専門職員
の派遣による支援のもと、公共施設を利
用して受け入れ

指定福祉避難所

【常時介助が必要な人】

「災害時の福祉避難所に関する協定」を締結
している民間の社会福祉施設（６０施設）で、
特別養護老人ホームや障がい者施設が専門
的に受け入れ

一般の避難所での要配慮者の状況を踏まえ、市が福祉避難所の開設を決定

６－(１８)－① 福祉避難所①

垂水地内の「たるみ老人福祉センター」、「たるみ作業所」及び
「たるみ子育て交流館」を拠点福祉避難所として運用

施設名
主な受入対象

となる要配慮者
受入（避難）スペース

たるみ老人福祉センター 高齢者 ２２スペース（内個室７室）

たるみ作業所 障がい者 １５スペース

たるみ子育て交流館 妊産婦、乳児等 １６スペース（全て個室）

各施設の種別に合わせた
避難者を受入

※避難スペースは、１人当たり最低４㎡を確保 190
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１ 老人福祉施設
事業所名 所在地

特別養護老人ホーム 28施設
特別養護老人ホーム ハートヒルかわげ 河芸町浜田860番地
特別養護老人ホーム 青松園 高洲町15番43号
特別養護老人ホーム 報徳園 河辺町1317番地1
特別養護老人ホーム 慈宗院 片田長谷町167番地1
特別養護老人ホーム 豊野みかんの里 一身田豊野1659番地
特別養護老人ホーム 高田光寿園 大里野田町1124番地1
特別養護老人ホーム フルハウス 香良洲町1990番地
特別養護老人ホーム 第二フルハウス 香良洲町3952番地1
特別養護老人ホーム シルバーケア豊壽園 高茶屋小森町4152番地
特別養護老人ホーム 泉園 野田2059番地
特別養護老人ホーム ライフかざはや 戸木町4169番地4
特別養護老人ホーム 榊原陽光苑 榊原町5684番地
特別養護老人ホーム 美里ヒルズ 美里町三郷430番地
特別養護老人ホーム げいのう逢春園 芸濃町椋本5310番地1
特別養護老人ホーム 明合乃里 安濃町田端上野970番地3
特別養護老人ホーム きずな 白山町二本木1163番地
特別養護老人ホーム みえ愛の里 雲出本郷町2128番地
しおりの里 広域型特別養護老人ホーム 野田2035番地2
(地域密着型)しおりの里 特別養護老人ホーム 野田2035番地2
(地域密着型)特別養護老人ホーム 安濃津愛の里 安濃町妙法寺丸岡727番地
特別養護老人ホーム 安濃聖母の家 安濃町今徳81番地2
特別養護老人ホーム 千年希望の杜 美杉 美杉町八知729番地1
特別養護老人ホーム アガペホーム 豊が丘五丁目47番8号
特別養護老人ホーム 津の街 一身田平野726番地6
特別養護老人ホーム 優美 白山町二本木4009番地3
特別養護老人ホーム カサデマドレ 安濃町戸島569番地3
特別養護老人ホーム グリーンヒル 緑が丘一丁目1番地2
特別養護老人ホーム ときの音色 中村町745番地25
養護老人ホーム ２施設
養護老人ホーム高田慈光院 大里野田町1124番地1
養護老人ホーム青松園 高洲町15番43号
軽費老人ホーム １施設
軽費老人ホーム安濃聖母の家 安濃町妙法寺892番地
ケアハウス ７施設
ベタニヤハウス 豊が丘五丁目47-6
高田ケアハウス 一身田町261番地2
ケアハウスシルバーケア豊壽園 高茶屋小森上野町737番地
かざはや苑 戸木町4170番地2
グリーンヒルかわげ 河芸町浜田860番地
花紬 芸濃町椋本3805番地2
ケアハウスしおりの里 野田2033番地1

計22法人 38施設

指定福祉避難所の協定締結状況
平成24年2月16日締結【51施設】、平成24年6月1日締結【1施設】、
平成25年3月1日締結【1施設】、平成28年8月1日締結【4施設】、
平成31年1月1日締結【1施設】、令和3年7月1日締結【1施設】、
令和5年9月1日締結【1施設】

２ 老人保健施設
事業所名 所在地

老人保健施設 １１施設

老人保健施設 いこいの森 河芸町東千里3番地1

津老人保健施設 アルカディア 乙部11番5号

介護老人保健施設 トマト 殿村860番地2

地域総合ケアセンター津介護老人保健
施設 シルバーケア豊壽園

高茶屋小森上野町737番地

芹の里 介護老人保健施設 久居井戸山町759番地7

萩の原 老人保健施設 久居井戸山町759番地

介護老人保健施設 さくら苑 榊原町5630番地

老人保健施設 ロマン 芸濃町椋本6176番地

介護老人保健施設 あのう 安濃町東観音寺353番地

介護老人保健施設 万葉の里 一志町高野236番地5

介護老人保健施設 つつじの里 白山町二本木1163番地

計10法人 11施設
３ 障がい者支援施設

事業所名 所在地

障がい者支援施設（主に身体） １施設

障害者支援施設聖マッテヤ心豊苑 産品732番地1

障がい者支援施設（主に知的） ９施設

障害者支援施設まもり苑 安濃町今徳247番地

三重県いなば園すぎのき寮 稲葉町3989番地

三重県いなば園かしのき寮 稲葉町3989番地

三重県いなば園もみのき寮 稲葉町3989番地

三重県いなば園くすのき寮 稲葉町3989番地

障害者支援施設津長谷山学園 片田長谷町226番地

障害者支援施設長谷山寮 片田長谷町140番地16

障害者支援施設カザハヤ園 戸木町4169番地8

城山れんげの里 城山一丁目12番2号

障がい者支援施設（主に精神） １施設

朝海ハイム 城山一丁目8番16号

計7法人 11施設
老人福祉施設38施設、老人保健施設11施設、

障がい者支援施設11施設 計60施設

６－(１８)－② 福祉避難所②

令和７年６月１日現在
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■土砂災害避難施設等指定事業（平成２７年１０月１日から開始）

６－(１９) 土砂災害避難施設等の募集

○土砂災害避難施設等指定事業
土砂災害警戒区域等及び土砂災害危険箇所の影響範囲内に所在する指定避難所の代替施設として、土砂災害の危険がない区域に所在する民間

等の建物を土砂災害時の指定避難所の代替施設として指定し、土砂災害を受ける可能性が高い場合又は土砂災害を受けるおそれがある場合等に
地域住民が一時的に安全に避難できる建物を土砂災害避難施設及び土砂災害協力施設として確保するものです。

１ 土砂災害避難施設
(１) 警戒区域等及び土砂災害危険箇所の範囲外でその周辺等に所在する建物であること。
(２) 有効的な避難スペース及び有効的な避難スペースまでの有効な避難経路を有する建物であること。
(３) 浸水及び暴風により構造耐力上支障のある事態を生じない構造の建物であること。
(４) 日常的に使用され、又は管理されている建物であること。
(５) 指定避難所として指定されていない建物であること。
(６) いつでも避難できる建物であること。

２ 土砂災害避難協力施設
(１)～(５) 上記１に同じ
(６) 所有者又は管理者が認める日時に限り避難することができる建物であること。

土砂災害避難施設等の対象となる建物

（土砂災害避難施設の標識）

土砂災害避難施設指定状況一覧（令和７年９月１日現在）

番号 施設名 所在地

1 美杉ゴルフ倶楽部ロッヂ 津市美杉町下多気3437-34

2 町屋公民館 津市美杉町上多気1330

3 雲林院福祉会館 津市芸濃町雲林院1019

4 天理教國司分教会 津市美杉町丹生俣783-1

5 中俣集会所 津市美杉町丹生俣783-3

6 浄土宗高巖寺 津市美杉町川上3383

7 北長野林業者等休養福祉施設 津市美里町北長野1544-2

8 上太郎生西地区農業集落多目的集会所 津市美杉町太郎生739-1

9 下前戸集会所 津市美杉町石名原1895-1 192
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６－(２０) 津市防災物流施設の整備
■施設の機能

■津波避難ビルとしての活用

津波浸水想定 平成２５年度 三重県想定（理論上最大）
最大浸水深 ２ｍ～５ｍ（建築地 ３．１ｍ）

標高 ０．２８ｍ

地面高 ２．００ｍ

1階

２階

３階

屋上

最大浸水深 ５．００ｍ
３．１０ｍ

津市雲出伊倉津町７９２番地１所在地

敷地面積 ３，１２５．５２㎡
建築面積 ８４１．６８㎡
延床面積 １，８１５．３６㎡

構 造

５億７，９４１万円
【内訳】
用地費 ４，０５２万円
造成費 ４，８９３万円
建築費 ４億４，７７６万円
その他 ４，２２０万円

事業費

社会資本整備総合交付金、
合併特例事業債充当

盛土・舗装

地面高 ：２．００ｍ
（盛土・舗装 ：１．７２ｍ）

標 高 ：０．２８ｍ

津波避難ビル
（災害時）

● 津波発生時における一時的な避難場所として利用
屋
上

研修室１、２
会議室１、２
（平常時）

● 防災意識の普及・啓発を図るとともに地域住民の防災等
に係る活動の場として活用

指定避難所、
津波避難ビル

（災害時）

● 災害時には一時的な津波避難場所又は指定避難所として
利用

３
階

● 迅速な被救護者の救出・搬送等に係る連絡調整等の拠点被災者救護等
対策室

被災者救護等
対策室（物資庫）

● 救護等に必要な物資等を配置輸送するなど、空路等に
よる被災者救護等の拠点

２
階

緊急物資
一時保管倉庫

●
●

海路や空路により届けられた緊急物資等を一時的に集約
荷捌きを行い、市内の各被災地域等への配送等を行う拠
点として活用

１
階

建築地における標高など

津市防災物流施設は、近隣に位置する伊倉津地区公共ふ頭及び
伊勢湾ヘリポートの機能を活用して、災害時の生活物資の緊急輸
送、被災者救護などの拠点として活用するとともに、津波避難ビル、
指定避難所としても利用できる施設です。

また、３階は津市雲出地区防災コミュニティセンターとして、平
常時には防災学習や地域活動などに利用できます。
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応援・協力協定の協定数と団体数

６－(２１) 応援・協力協定

協定数 団体数※１

東日本大震災発生以前 31 84

東日本大震災発生以後 111 293

合 計 142 377

分 野 協定数 団体数※２ 応援・協力内容

国、県、市町村等相互応援 1４ 153 他市町村等との相互応援

物資の調達及び供給支援 21 21 食料品や飲料水、日用品等の供給等

資機材等調達及び供給支援 16 17 仮設トイレ、照明機器等の供給等

物資輸送・物資拠点の運営等支援 9 10 物資輸送・運搬、輸送車両提供等

医療・救護支援 5 5 応急救護手当、医薬品の供給等

災害・復旧・応援支援 2５ 7６ ライフライン及び施設の復旧等

要援護者・帰宅困難者支援 7 66 要援護者・帰宅困難者支援等

避難施設（津波避難ビル、土砂災害避難施設等） 12 87 津波・土砂災害避難施設の提供等

葬祭業務支援 9 9 葬祭用品の協力等

広報・報道・情報収集・発信支援等 10 10 災害情報の収集・発信等

水道・地下水・生活用水支援等 7 39 地下水の供給、水道の応急復旧作業等

その他 7 7

合計 142 500

令和7年12月１日現在

※１： 団体数は、１団体が複数の協定を締結している場合でも１としてカウントしています。

※２：団体数は、延べ数としています。 194
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■防災物流施設の整備（Ｈ28.4.1供用開始）
【事業費】５億７，９４１万円

・大規模災害時における緊急物資の受入・配送を円滑に行うための防
災物流施設を雲出伊倉津地内に整備。
平成24年度：用地測量
平成25年度：施設及び道路等の設計、地質調査等の実施
平成26年度：用地買収及び造成・道路改良工事
平成27年度：建築工事

■防災情報メール多言語版を配信（Ｈ24.6.1開始）
【事業費】システム構築 :１８６万９，０００円
運用業務費: ２４万２，０００円／令和８年２月末まで

・外国人の皆さんにも活用いただけるよう、これまで日本語のみで配信し
ていた防災情報メールの多言語版の配信を開始。

【配信している言語】
「英語」、「ポルトガル語」、「スペイン語」、「タガログ語」、「中国語」のほか、
外国人にも分かりやすい「やさしい日本語」

■災害時協力井戸登録制度の創設
・災害時における市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図る
ことを目的に、災害時に供給が困難となるおそれがある生活用水（ト
イレ、洗濯等の日常生活に使用する水）を確保するための井戸を「災
害時協力井戸」として公募、登録を行う制度を創設。（平成２５年１１月
１８日から公募開始）

登録件数：１８０件
（令和７年３月１日現在）

６－(２２) 地域防災

■津市防災アドバイザー制度の創設（Ｈ24.8.1）

・災害への事前対策や発生時の対応等について、専門的立場 から協
力・助言を受けるため、外部の有識者を登用する制度を創設。

（平成24年9月1日から1名、平成27年11月25日から1名の計2名を委嘱）

■地域防災力強化推進補助金（平成26.4.1開始）
【事業費】
平成２６年度 １，６３０万１，３００円（２９８件） 令和元年度 １，６８２万９，０００円（３０１件）
平成２７年度 １，５９３万３，４００円（３０７件） 令和２年度 １，５１６万 ３００円（２７５件）
平成２８年度 １，６７６万８，５００円（３２１件） 令和３年度 １，４８９万８，３００円（２６６件）
平成２９年度 １，６２１万３，４００円（３１２件） 令和４年度 １，５２３万 １００円（２７６件）
平成３０年度 １，５２８万６，７００円（２９３件） 令和５年度 １，５５６万９，１００円（２８３件）

・地域防災力の更なる向上を図るため、自主防災会が行う防災活動に要
する費用に対する財政支援を実施。

■小学校等の受水槽に蛇口を設置（三重県初）
・大規模災害時における市民の飲料水を確保することを目的に、身近
な避難場所である各小学校等の受水槽に蛇口を５カ所設置（受水槽の
ない学校や構造上の問題で設置ができない学校（計６校）は別途代替措
置）。
蛇口設置個所数 ４５箇所（令和７年９月１日現在）

津市ホームページにて災害時
協力井戸マップを公開中
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■津市防災会議構成機関の見直し
・津市地域防災計画に多様な意見が反映できるように、津市防災会議の
構成機関を見直し、災害医療体制の更なる充実や避難所における感染
症対策等を専門とする委員を委嘱。

・男女共同参画の視点からの災害対応を行うため、女性委員の割合を増
加。

■地域防災力強化推進補助金（平成26.4.1開始）
【事業費】
平成２６年度 １，６３０万１，３００円（２９８件） 令和２年度 １，５１６万 ３００円（２７５件）
平成２７年度 １，５９３万３，４００円（３０７件） 令和３年度 １，４８９万８，３００円（２６６件）
平成２８年度 １，６７６万８，５００円（３２１件） 令和４年度 １，５２３万 １００円（２７６件）
平成２９年度 １，６２１万３，４００円（３１２件） 令和５年度 １，５７５万６，２００円（２８３件）

平成３０年度 １，５２８万６，７００円（２９３件） 令和６年度 １，６０７万４，８００円（２６４件）

令和元年度 １，６８２万９，０００円（３０１件） 令和７年度 １，６５０万８，７００円（２４９件）

・地域防災力の更なる向上を図るため、自主防災会が行う防災活動に要
する費用に対する財政支援を実施。

■災害時協力井戸登録制度の創設
・災害時における市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図る
ことを目的に、災害時に供給が困難となるおそれがある生活用水（ト
イレ、洗濯等の日常生活に使用する水）を確保するための井戸を「災
害時協力井戸」として公募、登録を行う制度を創設。（平成２５年１１月
１８日から公募開始）

登録件数：１８２件
（令和７年１２月１日現在）

津市ホームページにて災害時
協力井戸マップを公開中
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６－(２3)－① 令和６年能登半島地震への支援

緊急消防援助隊

人

的

支

援

196

人

的

支

援

期間 人数 派遣先

1月10日（水）～1月19日（金） ６３名 石川県輪島市

1月4日（木）～1月8日（月）

1月13日（土）～1月17日（水）

２名

２名

石川県羽咋市・中能登町

石川県穴水町

1月13日（土）～1月20日（土）

2月6日（火）～2月13日（火）

3月7日（木）～3月14日（木）

4月24日（水）～5月1日（水）

４名

４名

３名

３名

石川県七尾市

石川県七尾市

石川県七尾市

石川県鳳珠郡能登町

1月10日（水）～3月24日（日）

4月7日（日）～5月3日（金）

5月5日（日）～5月27日（月）

３５名

１２名

８名

避難所運営

1月12日（金）～1月22日（月）

1月29日（月）～2月2日（金）

２名

２名
石川県能美市

2月1日（木）～2月9日（金） １名 災害対策本部の支援

3月2日（土）～3月7日（木） １名 石川県輪島市

支援物資 支援先

ブルーシート 200枚 石川県七尾市

3月5日（火）～3月11日（月）

3月25日（月）～3月31日（日）

１名

１名
石川県輪島市立小・中学校

物
的
支
援

緊急消防援助隊の活動

応急給水

被災建築物応急危険度判定士

対口支援（輪島市）

下水道施設の復旧

輪島市災害対策本部

保健師

住家被害認定調査

被災家屋・建物の公費解体に係る業務支援

被災した学校の支援

4月15日（月）～4月21日（日）

4月23日（火）～4月29日（月）

5月1日（水）～5月11日（土）

5月13日（月）～5月23日（木）

5月25日（土）～6月1日（土）

１名

１名

４名

４名

３名

石川県輪島市

浄化槽の復旧

5月21日（火）～5月26日（日） １名 石川県輪島市

期間 人数 派遣先

期間 人数 派遣先

期間 人数 活動内容

期間 人数 派遣先

期間 人数 活動内容

期間 人数 派遣先

期間 人数 派遣先

期間 人数 派遣先

期間 人数 派遣先

期間 人数 派遣先

2月19日（月）～2月25日（日）

3月4日（月）～3月10日（日）

5月3日（金）～5月11日（土）

6月8日（土）～6月15日（土）

9月1日（日）～9月7日（土）

10月27日（日）～11月2日（土）

11月24日（日）～11月30日（土）

１名

１名

１名

１名

１名

１名

１名

石川県輪島市

給水支援の様子応急危険度判定の様子
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６－(２3)－② 災害時の受援体制の強化
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６－(23)－③【市長コラム】大規模災害発生時にまず行政がすべきこと６.防 災

令和６年３月１日号 広報津より
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６－(２4)－① 津市災害時受援計画
津市災害時受援計画（令和７年２月修正）の概要

６.防 災

施設名 自衛隊 警察 消防

進出
拠点

安濃ＳＡ（下り線） ○ ○ ○

安濃ＳＡ（上り線） ○ ○

名阪関ドライブイン ○

救
助
活
動
拠
点

津市産業・スポーツセンター ○ ○

安濃中央総合公園 ○ ○

ＨＯＷＡパーク ○ ○ ○

町民の森公園 ○

北部運動広場 ○

北消防署 ○

白山総合文化センター ○

津市モーターボート競走場 ○

道の駅美杉 ○

地域名 主な地区名

河芸地域 豊津、上野、千里ヶ丘、黒田

津地域

一身田・大里地区 白塚、栗真、一身田、大里

橋北・西郊（北部）地区 北立誠、南立誠、安東

西橋内・敬和地区 養正、新町、敬和
橋南・西郊（南部）地区 修成、育生、藤水、神戸

南郊地区 高茶屋、雲出

香良洲地域 香良洲全域

久居地域 桃園

進出・救助活動拠点

進出拠点（三重県広域受援計画）
県外からの自衛隊、警察、消防等の広域

応援部隊が、活動のために進出する拠点

進出拠点（津市広域消防受援計画）
県内の消防機関が、活動のために進出す

る拠点

救助活動拠点（三重県広域受援計画）
広域応援部隊等が部隊の指揮、宿営、資機

材集積、燃料補給などを行う拠点

くしの歯ルート
伊勢自動車道、国道23号中勢

バイパスから、沿岸部に伸びる
県道や市道と沿岸沿いの国道
23号などを、受援・救急ルート
の確保に向けて切り開くルート

◆ 救助関係機関等を円滑に受け入れ、効果的な受援
業務が実施できるよう、全体の流れを可視化

◆ 初動(1２時間以内）から支援活動及び調整（72時間
越）までの受援対象業務を段階的にフローチャート化

受援フローチャート（自衛隊の例）

各救助関係機関による活動が円滑に実施できるよう、
国 ・ 県の対策を踏まえて策定した「津市道路啓開計」に基
づく優先啓開ルートを決定したうえ、緊急車両を通すため
の道路啓開活動を規定する等、各機関との連携体制を整理。

三重県緊急輸送道路
伊勢自動車道、国道23号・
165号、中勢バイパスなどの
一般国道と、これらを連絡す
る県道などの幹線道路等と
地方公共団体の庁舎等とを
つなぐ道路

大規模災害が発生した際に、あらかじめ応援を必要とする業務や受入体制などを具体的に定めておくことにより、災害時に外部からの応援を円滑
に受け入れ、その支援を最大限活用して、早期復旧を図ることを目的に、平成３１年３月に津市災害時受援計画を策定。

令和６年１月に発生した能登半島地震では、道路の寸断等により、派遣部隊が被災現場に到着できなかったという教訓を踏まえ、本計画の全体構成
を見直すとともに、救助関係機関等の受け入れに関する計画を中心に大幅な見直しを行った。
【受援計画の見直しのポイント】 ①救助活動拠点及び救出救助重点地域の選定 ②救助関係機関等との連携体制の整理 ③受援対象業務の具体化

③ 受援対象業務の具体化

 　　　自衛隊の行動 　　　市災害対策本部の行動

①　情報収集       ①　職員参集、情報収集、

　　　　　 市災害対策本部設置

長期活動から派遣終了

⑧　撤収を見据えた活動

⑨　撤収要請受理

⑩　災害派遣活動終了、撤収

　　　長期活動から派遣終了

　　　⑧　活動業務の終了、継続の検

　　　　　 討、派遣活動の引継ぎ、内

           容の検証

　　　⑨　撤収要請

　　　⑩　受援終了

第33普通科連隊の初動

②　災害派遣（要請、自主）

③　リエゾンの派遣

④　初動対処部隊の活動

　　　市災害対策本部の初動

　　　②　災害派遣要請の求め、

　　　　　 又は通知

　　　③　リエゾンの受入れ

　　　④　自衛隊への情報共有

災害派遣部隊の増強

⑤　災害派遣部隊の増強

⑥　広域応援部隊の進出

　　　広域応援部隊の受入れ

　　　⑤　災害対策本部会議　他

　　　⑥　広域応援部隊の情報収集、

　　　　   受入調整

広域応援部隊の行動

⑦　広域応援部隊の活動

　　　広域応援部隊の活動調整

　　　⑦　広域応援部隊の活動調整

発災

12時間

以内

24時間

以内

72時間

以内

72時間

越

救出救助重点地域

優先啓開ルート

各消防署から救出救助重点
地域までの道路や自衛隊、
警察、消防、医療機関の周
辺道路など

救急想定ルート 受援想定ルート

広域応援部隊の進出拠点
から救助活動拠点までの道
路

①救助活動拠点及び救出救助重点地域の選定 ②救助関係機関等との連携体制の整理

三重県広域受援計画に基づき、「進出・救助活
動拠点」を選定。被害想定に基づき、地震・津波
により特に甚大な被害が予想される沿岸部の区
域を活動区域選定の参考とするため「救出救助
重点地域」として選定。
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６－(24)－②【市長コラム】能登半島地震の教訓を受援に生かす
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T s u C i t y

６－(24)－③ 津市道路啓開計画

令和６年１月に発生した能登半島地震での教訓を踏まえ、近い将来発生が予測されている南海トラフ
地震を含む大規模災害が発生した際に、負傷者の救助や被災者に緊急物資を届ける緊急車両等が通行
するルートを早急に確保するため、発災後の第一局面において、負傷者の救命・救急活動や消防活動を
円滑かつ迅速に実施できるよう事前に定めた「救急想定ルート」や「受援想定ルート」を定義したほか、
道路啓開の作業手順等を事前に定めた。

津市道路啓開計画（令和７年２月策定）の概要

６.防 災

道路啓開
位置づけ

発災
初
動

・人命救助
・道路啓開
・地域支援

復
旧

・応急復旧
・本格復旧

復
興想定被害

理論上最大クラスの
南海トラフ地震
（マグニチュード９．０）

※道路啓開とは、道路本体の損傷、道路上の崩落土、建物などのガレキ、路上車両な
どの交通支障物により塞がれた道路を切り開き、緊急車両等の通行を確保すること。

くしの歯ルート、
三重県緊急輸送
道路と主要な防
災拠点等を連絡
する道路、孤立
集落を解消する
道路等を選定し
順次開設

基

本

広域応援部隊受入れ
までの間に優先する
啓開ルートを選定

優先啓開ルートの選定

救急想定ルート

受援想定ルート

道路啓開のタイムライン

指揮系統
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令和６年１２月１日号 広報津より

６－(24)－④【市長コラム】命を救う車両を前進させるために
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T s u C i t y

６－(２５) 津市地震防災マップの配布

平成２６年３月 三重県が「地震被害想定調査結果」を公表

平成２８年６月 津市地震防災マップ（２３地区）を全戸配布

想定外をなくすという観点から、最大クラスの地震・津波が発生した場合の被害を想定

啓発面

津波による浸水のおそれがある地区に
ついては、「揺れやすさマップ」と「津波
浸水時間マップ」、「津波浸水深マップ」
を表示

津波による浸水の
おそれがない地区は
「揺れやすさマップ」
のみを表示

津波浸水時間や液状化危険度、家
の中の安全対策や命を守るポイン
トなどを掲載

沿岸部 沿岸部以外

地図面
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大雨や地震による災害などが予想されるとき、避難指示などの緊急情報を、早く
正確にお伝えすることが、市民の皆さんの生命や財産を守ることにつながります。

津市では、平成２０年から３年間で災害情報通信システムを整備しました。同報系
防災行政無線からは、避難指示に関する情報のほか、全国瞬時警報システム（J‐ア
ラート）を通じて、津波警報や弾道ミサイル飛来時などの国民保護サイレン音が瞬時
に流れる仕組みになっています。また、防災行政無線を補完するため、津市防災情
報メールや、ファクス配信サービス、電話応答サービス、津市ケーブルテレビのL 字
テロップの構築も順次行い、平成２３年から本格運用しています。

以下のチャートで、自分に合った緊急情報の入手方法を確認し、防災への意識を
高めましょう。

避難指示などの緊急情報が屋外スピーカーから聞こえる？
災害
発生

聞こえる 聞こえない
聞こえづらい

携帯電話や
インターネットが使える？

使える

津市防災情報メール

津市防災情報メール多言語版

あなたにオススメ！

あなたにオススメ！

問い合わせ 危機管理課 ☎229-3281 📠223-6247

市内４８７カ所に設置した屋外
スピーカーから、避難指示など
の緊急情報や行政情報をお伝し
ます。

使えない
苦手だ

津市ホームページ

トップページで、災害対策本
部の設置・廃止、避難指示など
の発令・解除や
避難所開設状
況、被害状況
などをお知ら
せします。

エリアメール、緊急速報メール

緊急情報を携帯電話へメール配信します。
エリアメール・・・NTTドコモ
緊急速報メール・・・au、softbank、

楽天モバイル

LINE

同報系防災行政無線で放送した内容を携帯電話へメール
配信します。防災情報メール配信システム

（https://tsu-city.site.ktaiwork.jp）から
受信希望地域を選んで、登録してください。

市内にお住いの外国人のみなさんのために、６種
類の「津市防災情報メール多言語版」も
あります。
それぞれの言語に対応したメールアドレス
に空メールを送信して、登録してください。

同報系防災行政無線

津市緊急告知ラジオ

避難指示などの発令時に、FM
三重が発信する信号を受信する
ことで自動的に電源が入り、避難
情報を伝える「津市緊急告知ラジ
オ」を、対象者に貸与します。

津市緊急告知ラジオでは、FM
三重のラジオ放送の中でアナウン
サーが情報を伝えるため、市販の
ラジオでも聞くことができます。

６－(26)－① 災害時の緊急情報
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LINEで避難情報等の防災情報を受け取る
には、津市LINE公式アカウントを友だち追
加してください。

https://tsu-city.site.ktaiwork.jp/


T s u C i t y

６－(26)－②【市長コラム】緊急災害情報を確実にお届けします

平成２９年１１月１日号 広報津より
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６－（27） 要配慮者利用施設における避難確保計画

■前期講習会の概要

国のモデル事業と
して、施設管理者を
対象とした講習会
を、前期（座学）、後
期（ワールドカフェ）
にわけて開催

なかなか全国的にも取り
組みが進まず、津市として
も法改正を受けてどのよ
うに施設へ対応すべきか
が課題となっていた

国土交通省より、津市をモ
デル地区に、避難確保計画
作成を全国で進めるため
の方策を検討したいとい
う打診があった

そんな中

■後期講習会の概要

洪水 約93％提出済
（291施設／310施設）

土砂 １００％提出済
（24施設／24施設）

（R7.3.1現在）

避難確保計画
作成施設数（洪水）

避難確保計画
提出施設数（洪水）

５９施設
（Ｈ29.3時点）

１４４施設
（Ｈ30.3時点）
（モデル事業実施後）

計画未提出の施設に対して
もさらなる呼びかけを行い、
すべての要配慮者利用施設
における避難確保計画作成
を目指す！

今後は…
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６－(28)－① 津市広域避難計画

策定

令和4年3月 津市の地域性を生かした 「津市広域避難計画」を策定

対象とする災害 南海トラフを震源とする地震による津波

広域避難対象者 広域避難対象地域の居住者等

広域避難対象地域 ４つの地域に区分

広域避難施設 移送のための拠点施設、移送先、車中避難者施設

津市広域避難計画のイメージ図

津南防災
コミュニティセンター（半田）

＜第一広域避難施設＞

南海トラフ地震による津波時における広域避難の基本的な考え方を定めた「津市広域避難方針（令和２年３月策定）」に基づき、多く
の沿岸部の居住者等が、津波から逃れるために避難を行う際、避難所に収容しきれない避難者への対応を円滑に行うことができる
よう、広域避難で活用する避難施設や、広域避難者の移送体制の確保等、津波時における広域避難に係る具体的な対策を定めた。

津市広域避難計画の概要
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令和４年５月１日号 広報津より

６－(28)－② 【市長コラム】迷いなく逃げるために

208

６.防 災


